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第２節 道路交通の安全についての目標 

 

Ⅰ 道路交通事故の状況等     

 

１ 道路交通事故の状況 

ア 交通事故死者の推移 

本県の交通事故による死者数は、昭和 47 年に 352 人と過去最高を記録し、その後

増加に転じた時期があったが、おおむね減少傾向を維持して推移している。 

    第 11 次岡山県交通安全計画の最終年となる令和７年の死者数は、41 人と記録に残

る昭和 23年以降、最も少なくなり、令和７年までに 24時間死者を 50人以下にすると

いう目標を、令和５年に続き達成した。 

 

 ※ 交通事故発生件数については、昭和 40年までは物損事故を含み、昭和 41年以降は人身事故のみを計上 

 

イ 交通事故発生件数の推移 

人身事故件数は、平成 14年に２万 1,345件と過去最高を記録し、以降は増加に転

じた時期もあったが、おおむね減少傾向を維持している。 

また、負傷者数のうち、重傷者数についても、長期的にはおおむね減少傾向を維持

しているものの、令和７年までに交通事故重傷者数を 360人以下にするという目標は、

達成できなかった。 

区  分 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

件 数 8,930 7,220 5,902 4,690 4,288 4,683 4,348 5,161 4,869 4,681 

死 者 79 97 68 75 62 57 74 49 60 41 

負傷者 10,654 8,465 6,873 5,315 4,840 5,239 4,855 5,816 5,489 5,383 

 うち重傷者 785 630 612 517 507 567 512 658 597 584 
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２ 近年の交通死亡事故の特徴 

交通死亡事故の発生状況をみると、その特徴は次のとおりである。 

 

 ア 高齢者の事故の発生状況 

交通死亡事故の減少傾向に伴い、高齢者の交通事故死者数も減少傾向にあるものの、

全交通事故死者数に占める割合は６割前後と依然として高い状態にある。 

 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
50 54 38 34 40 35 44 29 37 23

四輪等 15 13 12 9 16 9 17 12 14 11
二輪 3 6 2 3 1 1 0 2 1 2

自転車 8 15 7 7 13 6 11 2 8 4
歩行者 24 20 17 15 10 19 16 13 14 6

区 　分
死者数

 

  

イ こどもの事故の発生状況 

こども(中学生以下)の交通事故死者数は横ばいで推移している。過去 10 年では四

輪等乗車中死者が最も多い。 

 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
2 1 6 0 1 0 0 0 1 0

四輪等 1 1 3 1
二輪

自転車 1
歩行者 3 1

死者数
区　 分

 

 



 

10 

 

ウ 歩行者被害事故の発生状況 

歩行者死者が全死者に占める割合は 30 パーセント前後の横ばいで推移しており、

そのうち、高齢者が７割前後を占める状況にある。 

 
 

エ 自転車被害事故の発生状況 

自転車乗車中の死者が全死者に占める割合は 10パーセントから 20パーセント台前

半で推移しており、自転車乗車中の死者は、高齢者が大半を占めている状況にある。 

 

 

３ 道路交通を取り巻く状況の展望 

本県の道路交通を取り巻く今後の状況を展望すると、社会経済情勢の動向に伴い今後複

雑に変化すると見込まれる。したがって、継続的に推移を注視、分析し、変化に即応した

施策立案、見直しを推進していく必要がある。 

また、高齢化に伴い、交通事故死者に占める高齢者の割合は依然として大きく、特に、

いわゆる「団塊の世代」が 75 歳以上になっているため、今後も、75 歳以上の高齢者の

安全の確保は一層重要となる。 
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【参考】これまでの交通安全計画の目標値と実数値 

第１次交通安全計画（昭和 46年度～50年度）  

目標値：歩行者及び自転者利用者死傷者 3,250人以下 実績値：昭和 50年 3,202人                          

第２次交通安全計画（昭和 51年度～55年度） 

目標値：死者数 176人以下 実数値：昭和 55年 163人 

第３次交通安全計画（昭和 56年度～60年度） 

目標値：死者数 140人以下 実数値：昭和 60年 173人 

第４次交通安全計画（昭和 61年度～平成２年度） 

目標値：死者数 140人以下 実数値：平成２年 253人 

第５次交通安全計画（平成３年度～７年度） 

目標値：人身事故件数 7,400件以下 実数値：平成７年 12,411件 

死者数 200人以下     実数値：平成７年 226人 

負傷者数 9,000人以下   実数値：平成７年 15,088件 

第６次交通安全計画（平成８年度～12年度） 

目標値：死者数 190人以下 実数値：平成 12年 188人 

第７次交通安全計画（平成 13年度～17年度） 

目標値：死者数 170人以下 実数値：平成 17年 148人 

第８次交通安全計画（平成 18年度～22年度） 

 目標値：死者数 120人以下    実数値：平成 22年 109人 

     負傷者数 22,000人以下 実数値：平成 22年 21,221人 

第９次交通安全計画（平成 23年度～27年度） 

 目標値：死者数 65人以下    実績値：平成 27年 87人 

     負傷者数 16,700人以下 実績値：平成 27年 12,686人 

第 10次交通安全計画（平成 28年度～令和２年度） 

 目標値：死者数 50人以下    実績値：令和２年 62人 

     負傷者数 9,000人以下 実績値：令和２年 4,840人 

第 11次交通安全計画（令和２年度～令和７年度） 

 目標値：死者数 50人以下    実績値：令和７年 41人 

     重傷者数 360人以下  実績値：令和７年 584人 
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Ⅱ 第 12次岡山県交通安全計画における目標 

 

令和 12年までに 

交通事故死者数(24時間死者数)        40人以下（年間） 

交通事故重傷者数                      360人以下（年間） 

 

道路交通事故のない社会を達成することが究極の目標であり、死者数及び命に関わり

優先度が高い重傷者数をゼロとすることを目指していく。 

こうした考えの下、本計画期間中においては、本県の目標を、国が示した目標及び本

県の実情等を考慮の上、令和 12年までに、年間の交通事故死者数を「40人以下」、重傷

者数を「360人以下」とする。 

本計画における最優先の目標は死者数の減少であるが、引き続き重傷者数を目標にし

たのは、先進技術や救急医療の発展等により交通事故の被害が軽減し、従来であれば交

通死亡事故に至るような場合であっても、重傷にとどまる交通事故も少なくないことか

ら、日常生活に影響の残るような重傷事故を減少させることに着目していくためである。 

そのため、県、市町村、警察等は、国の関係行政機関と連携し、県民の理解と協力の

下、第３節に掲げた諸施策を総合的かつ強力に推進する。 

 

   国においては、交通事故のない社会を達成することを究極の目標とし、令和 12年まで

に年間の 24時間死者数を 1,900人以下にすることを目指すこととしている。 

 年間の 24時間死者数を 1,900人とすると 30日以内死者数は、おおむね 2,300人とな

り、人口 10万人当たりの 30日以内死者は 1.91人となる。 

 国際道路交通事故データベース(IRTAD)がデータを公表している 35 か国中の人口 10

万人当たりの 30 日以内死者数で比較した場合、他の各国の交通事故情勢が現状と大き

く変化がなければ、最も少ない国となる。 

 また、国は、令和 12年までに年間の重傷者を 20,000人以下にすることを目指すこと

としている。 

 


